
「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成」に係るＱ＆Ａ 
 

Ｑ１: 様式５－１２の確認書を複数企業と取り交わす場合、連名ではなく、企

業毎に１枚として作成してよいか。 

Ａ１: 企業毎に１枚とすることはできません。企業側の役割分担を明確にする

ため、確認書については連名としていただく必要があります。様式 5-12｢確認書｣

は以下の(a)の方法で提出願います。都合により平成１８年２月２４日(金)まで

に全ての協働機関の押印が１枚に揃わない場合は、(b)の方法で提出することが

出来ますが、平成１８年３月３１日(金)必着で（a）の方法で再提出して下さい。

再提出されなかった場合は、自動的に資格を失います。なお、コミットメント

の内容は企業毎に分けて記載いただいて結構です。 

      （a）                              (b) 

様式 5-12 確認書 

 

 （提案機関） 職印 

 （協働機関） 

     A 社 職印 

     B 社  職印 

     C 社 職印 

 

(A,B,C社連名で１枚に

押印) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (a) 確認書を連名で作成し、全ての社が

一枚の確認書に押印する場合 

  (b) 確認書を連名で作成し、協働機関の

数分のコピーを作成し、各社が押印し

てまとめる場合 

  ※赤字は｢押印｣を示しています。 

※青字は各確認書の説明書きです。 

様式 5-12 確認書 

 

  （提案機関）職印

 （協働機関） 

     A 社

  

 職印 

   B 社  職印 

     C 社 職印 

 

 

(A,B,C 社連名だが、C

社のみ押印)

様式 5-12 確認書 

 

  （提案機関）職印 

 （協働機関） 

     A 社 職印 

     B 社  職印 

     C 社 職印 

 

 

(A,B,C 社連名だが、B

社のみ押印)

様式 5-12 確認書 

 

 （提案機関） 職印

 （協働機関） 

     A 社 職印 

     B 社  職印 

     C 社 職印 

 

(A,B,C 社連名だが、A

社のみ押印) 

 

 

 

 

 



Ｑ２：複数の企業からなる団体やコンソーシアムを協働機関としてよいか。 

Ａ２：複数の企業からなる団体が以下の両方の条件を満たす場合は協働機関と

して認められます。 

(a) 法人格を有し、かつ研究実施能力を有すること。 

(b) コミットメントの内容に責任・権限を有すること。 

 

Ｑ３：提案機関を複数で申請することは可能か。 

Ａ３：拠点を形成する目的から提案機関は 1機関に限られます。 

 

 

Ｑ４：協働機関からのコミットメントは、科学技術振興調整費による実施機関

に支給される経費と同等規模であることが条件となっているが、科学技術振興

調整費による支給額のうち、直接経費と同等規模であればよいのか。それとも、

間接経費も含めた額と同等規模でなければならないのか。 

Ａ４：実施機関に支給される直接経費と同等規模以上であることが条件となり

ます。 
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